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 2021 年 5 月号を最後に作成をしておりませんでしたニュースレターを今年度から復活さ

せたいと存じます。前回は、ネタ切れで挫折しましたが、今回は、

大きな法改正もあり、また、毎月の情報を少なくして、その時のニ

ーズに合った情報をピンポイントにお届けできればと思います。お

仕事の合間にご覧いただければ幸いです。なお、掲載内容につきご

不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

登記の義務化について 
 これまで権利にかかる登記は任意であり、相続の発生や住所の変更等があっても登記義

務が無く、登記をせずに放置されることで、所有者不明の土地が増え、社会問題となって

いました。そこで、今回、相続登記等につき申請義務化がなされ、登記をしない場合、罰

則が科されることになります。 

 登記義務化は、令和６年４月１日からスタートし、３年間の猶予期間があります。 

 このスタート時点で、すでに相続が発生してる場合も登記義務化の対象となりますので

注意が必要です。また、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから３年以内に相

続登記を申請しないと、１０万円以下の過料が科される可能性があります。  

 この正当な理由の例としては、相続人が極めて多数となり戸籍謄本等の収集に多くの時

間を要するケース、遺言の有効性等が争われているケース、相続人自身に重病等の事情が

あるケースが考えられます。 

 この相続登記の義務化に付随して、相続人申告制度や相続土地国庫帰属制度、所有不動

産記録証明制度等の新たな制度が始まります。詳しくは、お近く司法書士にお尋ねくださ

い。最後に、今回、登記義務化が初めてのことのように言われていますが、実は、不動産

登記も義務の部分があります。それは表題部の登記です。例えば自宅を新築したら１月以

内に登記をしないと、１０万円以内の過料に処せられる可能性があります。これは増築や

滅失の場合も同じです。これまでも登記をしないことで罰則が科せられる可能性があった

のですが、私は罰則が科された方に一度もお会いしたことがありません。今回の相続登記

義務化に関しても、実際に罰則までいくかは、・・・・どうなんでしょうか・・・・ 
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